
 

Ａ． 設立手続きは下記のフローチャートのとおりですが、新会社法では手続きが簡素化され、

設立が容易になります。 

 
 

 

新会社法 現 行 

新会社法による株式会社設立のフローチャート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

商号、目的、本店所在地を決める
  
類似商号の調査
 

定款・議事録の作成 
役員(取締役 3人以上､監査役 1人以上)、
発行株式総数などを決定 
 
公証人による定款の認証
 発起設立の場合は「残高証明」でＯＫ
金融機関への資本金の払い込み

「保管証明書」 
 
法務局へ設立の登記
 

 

詳細につきましては、当所  経営支援
類似商号の調査は必要ない
最低資本金制度廃止 

株式譲渡制限会社は取締役１人以上､

監査役は任意設置 
登記完了
「残高証明」で手続きをしていれば不要
会社の登記簿、印鑑証明書を金融機関 
へ提出 
税務署その他諸官庁へ届出
課までお問い合わせください。


